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(57)【要約】
【目的】画質及び音質に関するユーザの嗜好に合わせて
、容易に最適な記録条件で、高画質及び／又は高音質で
デジタル放送番組を記録することが可能なデジタル放送
記録装置及び方法を提供する。また、オーディオデータ
だけを取り出して利用可能なデジタル放送記録装置及び
方法を提供する。
【解決手段】オーディオデータにおけるオーディオスト
リームの種別を判別する判別器と、少なくとも１つのオ
ーディオストリームを上記番組データの記録から除外す
るオーディオ選択指示を受け付ける選択指示受信部と、
上記オーディオ選択指示に基づいて、上記少なくとも１
つのオーディオストリームを除くオーディオデータ及び
ビデオデータについて番組データの圧縮記録をなすコン
トローラと、を有している。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタル放送の番組データをビデオデータ及びオーディオデータに分離し、前記ビデオ
データの符号化変換を行って前記番組データの圧縮記録をなすデジタル放送記録装置であ
って、
　前記オーディオデータにおけるオーディオストリームの種別を判別する判別器と、
　少なくとも１つのオーディオストリームを前記番組データの記録から除外するオーディ
オ選択指示を受け付ける選択指示受信部と、
　前記オーディオ選択指示に基づいて前記少なくとも１つのオーディオストリームを除く
オーディオデータ及びビデオデータについて前記番組データの圧縮記録をなすコントロー
ラと、を有することを特徴とするデジタル放送記録装置。
【請求項２】
　前記番組データの記録から除外された少なくとも１つのオーディオストリームをフォー
マット変換するオーディオデータ変換部を有することを特徴とする請求項１記載のデジタ
ル放送記録装置。
【請求項３】
　前記フォーマット変換がなされたオーディオストリームを記録するオーディオストリー
ム記録部を有することを特徴とする請求項２記載のデジタル放送記録装置。
【請求項４】
　前記選択指示受信部は、前記番組データのビデオデータを前記番組データの記録から除
外するビデオ除外指示を受け付け、前記コントローラは前記少なくとも１つのオーディオ
ストリームを記録することを特徴とする請求項１記載のデジタル放送記録装置。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのオーディオストリームをフォーマット変換して記録するオーディ
オストリーム記録部を有することを特徴とする請求項４記載のデジタル放送記録装置。
【請求項６】
　デジタル放送の番組データをビデオデータ及びオーディオデータに分離し、前記ビデオ
データの符号化変換を行って前記番組データの圧縮記録をなす方法であって、
　前記オーディオデータにおけるオーディオストリームの種別を判別する判別ステップと
、
　少なくとも１つのオーディオストリームを前記番組データの記録から除外するステップ
と、
　前記少なくとも１つのオーディオストリームを除くオーディオデータ及びビデオデータ
について前記番組データの記録をなす記録ステップと、を有することを特徴とする方法。
【請求項７】
　前記番組データの記録から除外された少なくとも１つのオーディオストリームをフォー
マット変換するステップを有することを特徴とする請求項６記載の方法。
【請求項８】
　前記フォーマット変換がなされたオーディオストリームを記録するステップを有するこ
とを特徴とする請求項６記載の方法。
【請求項９】
　前記番組データのビデオデータを前記番組データの記録から除外するビデオ除外指示を
受け付ける受信ステップを有し、前記記録ステップは前記少なくとも１つのオーディオス
トリームを記録することを特徴とする請求項６記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのオーディオストリームをフォーマット変換するステップを有する
ことを特徴とする請求項９記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、デジタル放送記録装置及び方法、特に、長時間記録モードによりデジタル放
送を記録するデジタル放送記録装置及び記録方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　地上デジタル放送への移行やハイビジョン放送の進展に伴い、DVD／HDD（Digital Vers
atile Disc/Hard Disc Drive）レコーダ等のデジタル放送記録装置の普及が進んでいる（
例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　現在、デジタル放送はBSデジタル放送、地上波デジタル放送、CSデジタル放送などがあ
り、BSデジタルと地上波デジタルにおいては一部チャンネルを除いてほとんどがＨＤ解像
度のハイビジョン放送である。また、CSデジタル放送でも一部のチャンネルでハイビジョ
ン放送が行われている。
【０００４】
　ハイビジョン放送においては、BSデジタル放送で約24Mbps、地上波デジタル放送で約17
Mbpsという高い伝送レート（ビットレート）で送られてくるため、例えば、１時間番組を
記録するのに、BSデジタル放送で約11GB、地上波デジタル放送で約8GBの容量が必要にな
る。
【０００５】
　したがって、近年普及が進んでいるハイビジョン対応のDVD／HDDレコーダなどのデジタ
ル放送記録装置においてもハイビジョン放送の記録時間は意外と短い。例えば、400GB（G
igabyte）のHDDを搭載したデジタル放送記録装置の場合、BSデジタル放送で34時間、地上
波デジタル放送で46時間である。250GBのHDDを搭載したデジタル放送記録装置の場合、BS
デジタル放送で21時間、地上波デジタル放送で29時間である。
【０００６】
　そこで、ハイビジョン放送をHD画質のままで記録時間を延ばすトランスコードやトラン
スレートと呼ばれる技術がある。トランスコードとはデジタル放送の符号化方式MPEG2を
より圧縮効率のよい別の符号化方式に変換してビットレートを下げる方法であり、H.264
の符号化方式に変換するものなどがある。トランスレートとは符号化方式MPEG2のままで
データ量を削減してビットレート下げる方法である（例えば、特許文献２参照）。
【０００７】
　デジタル放送では多くのチャンネルで連動データ放送と呼ばれる放送を行っている。こ
れはニュースや天気予報など番組の内容とは独立したものや、ドラマのあらすじなど番組
の内容に関連するものを提供するものである。
【０００８】
　トランスコードやトランスレートの技術を用いてデジタル放送の長時間記録を実現しよ
うとする場合、前述のデータ放送をそのまま残すとビデオに割当てられるビットレートが
極端に低くなってしまい画質劣化が大きくなってしまう。
【０００９】
　例えば、BSデジタル放送（ビットレート：24Mbps）のある番組のストリームを解析した
結果によれば、この番組ではデータ放送が約37％を占めている。BSデジタル放送において
ハイビジョン長時間2倍／3倍モードの記録を考えた場合、ビットレートはそれぞれ24/2＝
12Mbps 、24/3＝8Mbpsにする必要がある。
【００１０】
　上記した番組のようなストリームにおいて、データ放送をそのまま残し、ハイビジョン
長時間2倍／3倍モードを実現しようとする場合について、ビデオに割当て可能なビットレ
ートを計算するとそれぞれ4.2Mbps，0.2Mbpsとなり現実的でない。放送によってはこのよ
うな番組もあるため、デジタル放送の長時間記録においてはデータ放送を削除してその分
ビデオにビットレートを割当てる方法が有効である。
【００１１】
　地上デジタル放送のある番組においてオーディオの占める割合について例（番組Ａ及び
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番組Ｂという。）を挙げて説明する。なお、これらのデータはパーシャルＴＳ（TS：トラ
ンスポートストリーム）である。番組Ａは、オーディオが１ストリーム（オーディオ1：2
chステレオ 日本語）の放送である。番組Ｂは、オーディオが２ストリーム（オーディオ1
：5.1chサラウンドステレオ 日本語，オーディオ2：2chステレオ 英語）の放送である。
また、番組Ａは字幕データなしであり、番組Ｂは字幕データありの放送である。
【００１２】
　それぞれの番組の放送全体のシステムレートは約15Mbpsで、オーディオの占める割合は
番組Ａで1.4%、約0.20Mbps、番組Ｂで4.3%、約0.58Mbpsである。このように放送番組のオ
ーディオの種類や数によってオーディオデータの占める割合が2倍以上違う場合がある。
オーディオ、PAT／PMT／PCR／SITなどを含むＰＳＩ情報（番組特定情報：Program Specif
ic Information）、字幕データを合わせたビデオとデータ放送以外のデータが占める割合
は番組Ａで1.8%、約0.27Mbps、番組Ｂで4.8%、約0.71Mbpsである。
【００１３】
　地上波デジタル放送（ビットレート：17Mbps）においてハイビジョン長時間2倍／3倍モ
ードの記録を考えた場合、ビットレートはそれぞれ17/2＝8.5Mbps 、17/3＝5.67Mbpsにす
る必要がある。例えば地上波デジタル放送のハイビジョン長時間3倍モードを想定すると
、ビデオに使用できるビットレートは前述の番組Ａで、5.67 Mbps－0.27 Mbps＝5.4 Mbps
であるが、番組Ｂでは5.67 Mbps－0.71 Mbps＝4.96 Mbpsと5Mbps以下になってしまう。
【００１４】
　このように、デジタル放送においては、BSデジタル放送、地上波デジタル放送、CSデジ
タル放送等によってビットレートが異なり、上記したように、オーディオの種類やストリ
ーム数等も様々である。従って、番組記録を行おうとするユーザにとっては分かりにくく
煩雑なものとなっている。
【００１５】
　また、画質及びオーディオデータの品質に関しても、ユーザの嗜好は様々であり、更に
番組によってユーザの嗜好は変化する。例えば、オーディオデータの品質（音質）よりも
画質が良い方がよいというユーザもいる。また、また、オーディオが２ストリーム放送さ
れている番組では、ユーザは必ずしも両方のオーディオを必要としない場合もある。その
一方、音質を重視するユーザもいる。さらに、画質及び音質に関するユーザの嗜好は番組
によっても変化し得る。
【００１６】
　上記したように、デジタル放送におけるビデオデータ及びオーディオデータの構成は複
雑で、ユーザが希望する適切な記録条件でそれぞれの放送番組を記録することは容易では
ない。
【００１７】
　また、ポータブルオーディオ機器などのオーディオ機器が極めて広く普及しており、デ
ジタル放送のオーディオデータだけを取り出して利用したり、外部オーディオ機器などに
出力できるデジタル放送記録装置が望まれる。
【特許文献１】特開２００５－３５３１１２号公報
【特許文献２】特開２００２－１７５０９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　本発明は上記した点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、画質及
び音質に関するユーザの嗜好に合わせて、容易に最適な記録条件で、高画質及び／又は高
音質でデジタル放送番組を記録することが可能なデジタル放送記録装置を提供することが
一例として挙げられる。また、デジタル放送のオーディオデータだけを取り出して利用可
能なデジタル放送記録装置を提供することが挙げられる。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
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　本発明によるデジタル放送記録装置は、デジタル放送の番組データをビデオデータ及び
オーディオデータに分離し、ビデオデータの符号化変換を行って上記番組データの圧縮記
録をなすデジタル放送記録装置であって、オーディオデータにおけるオーディオストリー
ムの種別を判別する判別器と、少なくとも１つのオーディオストリームを上記番組データ
の記録から除外するオーディオ選択指示を受け付ける選択指示受信部と、上記オーディオ
選択指示に基づいて、上記少なくとも１つのオーディオストリームを除くオーディオデー
タ及びビデオデータについて番組データの圧縮記録をなすコントローラと、を有すること
を特徴としている。
【００２０】
　また、本発明による方法は、デジタル放送の番組データをビデオデータ及びオーディオ
データに分離し、上記ビデオデータの符号化変換を行って上記番組データの圧縮記録をな
す方法であって、上記オーディオデータにおけるオーディオストリームの種別を判別する
判別ステップと、少なくとも１つのオーディオストリームを上記番組データの記録から除
外するステップと、上記少なくとも１つのオーディオストリームを除くオーディオデータ
及びビデオデータについて上記番組データの記録をなす記録ステップと、を有することを
特徴としている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施例を、図を参照しつつ説明する。
＜デジタル放送記録装置の構成＞
　図１は、本発明の実施例であるデジタル放送記録装置１０の構成を模式的に示すブロッ
ク図である。デジタル放送記録装置１０は、ホスト部１１Ａ及びトランスコード部１１Ｂ
から構成されている。
【００２２】
　ホスト部１１Ａは、デジタル放送のMPEG2-TS（TS：トランスポートストリーム）の受信
・記録・再生の処理を行う。また、トランスコード部１１Ｂは、MPEG2-TSを長時間記録の
ために、より圧縮効率のよいH.264などの別の符号化方式に変換する。なお、トランスコ
ード部１１Ｂの符号化変換部２３はH.264に限らず圧縮効率のよい他の符号化方式でも構
わない。また、符号化方式はMPEG2のままでデータ量だけを削減する方法を用いることも
できる。
【００２３】
　すなわち、ホスト部１１Ａは、受信部１１と、ストリーム抽出部１２と、音声処理部（
オーディオ処理部）１３と、画像処理部（ビデオ処理部）１４と、格納部１６及び格納部
１６のストレージ・インタフェース部（Ｉ／Ｆ）１７と、ＵＳＢインタフェース（ＵＳＢ
　Ｉ／Ｆ）１８から構成されている。
【００２４】
　より詳細には、受信部１１は、アンテナANTを介して入力された受信信号を選局するチ
ューナ、Ａ／Ｄ（アナログ／デジタル）変換器、復調回路、暗号解除処理を行うデスクラ
ンブラなどで構成されている。当該復調回路は、例えば、BS／CSデジタル放送については
QPSK復調回路、地上波デジタル放送についてはOFDM復調回路が該当する。
【００２５】
　ストリーム抽出部１２は、PIDフィルターによりビデオデータやオーディオデータを分
離するTSデマルチプレクサなどで構成されている。
【００２６】
　音声処理部１３は、インタフェース部１７からのオーディオデータを処理し、装置外部
にオーディオ出力するよう構成されている。例えば、フォーマット変換された、あるいは
圧縮されたオーディオデータ等のオーディオデータ信号をデコード処理するデコーダ等を
有している。
【００２７】
　画像処理部１４は、MPEG2やH.264などの圧縮されたビデオをデコード処理するデコーダ
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、動画／静止画プレーンなどのグラフィック処理を行うグラフィックエンジンなどで構成
されている。画像処理部１４は、当該処理がなされたビデオ信号をビデオ出力端子（図示
しない）から出力する。また、音声処理部１３は、圧縮されたオーディオデータをデコー
ド処理等し、オーディオ出力端子（図示しない）から出力する。
【００２８】
　格納部１６は、ストリームデータを記録する格納装置、例えばハードディスク（HDD）
を有し、ストレージ・インタフェース部（Ｉ／Ｆ）１７はデータバス（バスライン）ＢＬ
に接続されている。また、ストリーム抽出部１２及び画像処理部１４は、データバスＢＬ
に接続されている。
【００２９】
　また、コントローラ１５は、上記したホスト部１１Ａの各構成要素、すなわち、ホスト
部全体をコントロールする。なお、コントローラ１５は、後述するトランスコード部１１
Ｂの各構成要素を含むトランスコード部１１Ｂ全体のコントローラとして機能する。すな
わち、コントローラ１５は、ホスト部１１Ａ及びトランスコード部１１Ｂを含む装置全体
の制御を行う１つのコントローラとして構成されている。
【００３０】
　一方、トランスコード部１１Ｂは、ＤＥＭＵＸ部２１、バッファ２２、ビデオ符号化変
換部２３、ＲＥＭＵＸ部２４、メモリ２５、ＰＳＩ情報変換部２６及びオーディオ変換部
２７から構成されている。
【００３１】
　次に、記録時の動作の概略について説明する。すなわち、アンテナANTを介して入力さ
れた信号は、受信部１１において受信、選局された後、復調処理等が行われ、ストリーム
抽出部１２でパーシャル・トランスポートストリーム（以下、単に、パーシャルＴＳとい
う。）としてトランスコード部１１Ｂへ出力される。
【００３２】
　トランスコード部１１Ｂにおいて、ストリーム抽出部１２からのパーシャルＴＳは、Ｄ
ＥＭＵＸ部２１に供給される。当該パーシャルＴＳは、ＤＥＭＵＸ部２１においてビデオ
データ及びオーディオデータが分離される。ビデオデータは、バッファ２２を経てビデオ
符号化変換部２３においてトランスコードされる。
【００３３】
　オーディオデータは、オーディオ変換部２７において、後述する変換処理がなされる。
PAT、SITなどを含むＰＳＩ情報（又はＰＳＩ／ＳＩ情報）は必要に応じてＰＳＩ情報変換
部２６にて書き換えられる。ＲＥＭＵＸ部２４は、変換されたビデオ、オーディオ、ＰＳ
Ｉ情報などのデータによりパーシャルＴＳを組み立てる。またＲＥＭＵＸ部２４は、必要
があれば不要と判断された特定のオーディオストリームをマルチプレクスせずに、当該特
定オーディオストリームの削除を行う。作成されたパーシャルＴＳはホスト部１１Ａへ出
力され、コントローラ１５の制御の下、インタフェース部（Ｉ／Ｆ）１７を介して格納部
１６（ハードディスク：HDD）に供給され、記録される。
＜デジタル放送のビットレート＞
　次に、デジタル放送のビットレートについて説明する。デジタル放送には、BSデジタル
放送、地上波デジタル放送、110度CSデジタル放送等がある。図２は、地上波デジタル放
送及び110度CSデジタル放送を例に、そのビットレートについて解析、分類した結果を表
している。なお、代表例のみについて示している。
【００３４】
　図２において、「システムレート」は放送波全体のシステムレートを、「ビデオ」はビ
デオデータのビットレートを、「データ」はデータ放送のビットレートを、「オーディオ
」はオーディオデータと字幕データとPAT／PMT／PCR／SITなどのＰＳＩ情報の合計ビット
レート（以下、オーディオ総合ビットレート(TBR)という。）を示している。また、「オ
ーディオタイプ」において、「2ch」はステレオ、「5.1ch」は5.1chサラウンド放送を示
している。また、「2ch+2ch」はステレオのオーディオストリームが２つ、「5.1ch+2ch」
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は5.1chサラウンド放送及びステレオのオーディオストリームが各１つであることを示し
ている。
【００３５】
　オーディオストリームが１つの場合としては、例えば、（第１）オーディオストリーム
が「日本語　2chステレオ」などの放送（番組Ａ）がある。また、オーディオストリーム
が２つの場合としては、例えば、第１オーディオストリームが「日本語　5.1chサラウン
ド」などで、第２オーディオストリームが「英語　2chステレオ」などの放送（番組Ｂ）
がある。
【００３６】
　また、視覚障害者向けの第１オーディオストリームが「日本語」、第２オーディオスト
リームが「解説付き日本語」というオーディオデータが２ストリームの放送もある。なお
、これらの放送では通常のオーディオデータが１ストリームの放送にくらべてオーディオ
のデータ量が２倍近く多くなる。
【００３７】
　　以下においては、上記したような、音響方式（2chステレオ、5.1chサラウンド等）や
言語（日本語、英語、解説付き日本語等）などのオーディオストリームの属性を区別して
オーディオストリームの種別という。
【００３８】
　図２を参照すると、例えば、ステレオ放送（「2ch」）はオーディオ総合ビットレート
が0.27Mbps～0.32Mbpsの範囲であり、5.1chサラウンドの放送はオーディオ総合ビットレ
ートが0.39Mbps～0.50Mbpsの範囲であり、5.1chサラウンド+2chステレオの放送はオーデ
ィオ総合ビットレートが0.71Mbpsである。このように放送番組のオーディオの種類や数に
よってオーディオデータ量が２倍以上異なる場合がある。
【００３９】
　従って、オーディオデータを再符号化や削除なしにそのまま残す場合、例えば、ステレ
オの放送に比べ5.1chサラウンドの放送等はビデオに割当てられるビットレートが少なく
なってしまう。そのためハイビジョン長時間モード記録において適切にビットレートを割
当てたとしても5.1chサラウンドの放送はステレオの放送にくらべビデオの画質が多少落
ちてしまう。
【００４０】
　一方、オーディオデータの品質よりも画質が綺麗な方がよいというユーザもいる。画質
重視のユーザに対しては、必ずしも必要ではないオーディオデータを削除しても、その分
ビデオにビットレートを割くことで画質を向上できる方がメリットは大きい。例えば、放
送番組が映画などであれば、ユーザによっては日本語音声と外国語音声の両方が必要では
なく日本語音声／外国語音声どちらかひとつでよいというユーザもいる。このようなユー
ザに対しては、どちらかのオーディオを削除しても、その分ビデオにビットレートを割く
ことで画質を向上させた方が好ましい。
【００４１】
　またデジタル放送のオーディオデータだけを取り出してＢＧＭとして利用し、あるいは
ポータブルオーディオ機器などに出力することで、当該オーディオ機器などで音楽等を楽
しむことなどが可能となる。
【００４２】
　次に、ハイビジョン放送の長時間記録モードでの記録実行時を例に、ユーザの選択に応
じて、音質優先又は画質優先モードによって番組の記録を行う場合の動作について図面を
参照しつつ説明する。
＜音質優先モードによる記録＞
　図３に、音質優先又は画質優先モードを選択し、長時間記録を行う場合のフローチャー
トを示す。なお、かかる音質優先又は画質優先モードによる記録は、コントローラ１５の
制御により実行される。なお、コントローラ１５は、ＰＳＩ情報等を参照し、オーディオ
ストリームの種別等を含むオーディオデータ、並びにビデオデータ等についての情報を取
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得する。
【００４３】
　まず、コントローラ１５は、ユーザの入力による操作入力部１９への優先モード指定信
号を受信し、音質優先モードによる記録であるか否かの判別がなされる（ステップＳ１１
）。音質優先モードによる記録ではないと判別された場合、すなわち、画質優先モードに
よる記録であると判別された場合には、後述する画質優先処理ルーチンに移行する（ステ
ップＳ１２）。
【００４４】
　ステップＳ１１において音質優先モードによる記録であると判別された場合には、ビデ
オデータを削除するか否かが判別される（ステップＳ１３）。なお、ビデオデータを削除
するか否かは、コントローラ１５の制御により、ユーザにより入力された指定信号に応じ
て判別される。
【００４５】
　ビデオデータを削除しない（すなわち、記録する）と判別された場合には、オーディオ
のデータ量に応じた最適なビデオの目標ビットレート（目標ＢＲ）が設定される（ステッ
プＳ１４）。ここで、当該最適な目標ビットレートは、記録開始前の操作入力部１９から
の長時間（２倍／３倍）記録モードを指定するユーザ入力と、前述の図２を参照して説明
したオーディオ総合ビットレートとに基づいて、コントローラ１５の制御により設定され
る。より具体的には、ＤＥＭＵＸ部２１からバッファ２２を介して供給されたビデオデー
タは、ビデオ符号化変換部２３においてトランスコードされる。すなわち、コントローラ
１５の制御により、長時間２倍記録や長時間３倍記録などの所定の長時間（圧縮）記録モ
ードに応じたビットレート（目標ビットレート）に基づいてトランスコード処理が行われ
る。
【００４６】
　オーディオデータに関しては、オーディオ変換部２７は、ＤＥＭＵＸ部２１からのオー
ディオデータには処理を施さずにそのままＲＥＭＵＸ部２４に供給する。そして、オーデ
ィオデータ及び当該トランスコードされたビデオデータはＲＥＭＵＸ部２４においてマル
チプレクス（多重化）され、コントローラ１５の制御の下、ストレージ・インタフェース
部（Ｉ／Ｆ）１７を介して格納部１６（ハードディスク：HDD）に供給され、記録される
。これにより、オーディオのデータ量に応じた最適な目標ビットレートでビデオデータの
記録がなされる。
【００４７】
　ステップＳ１３においてビデオデータを削除する（すなわち、記録しない）と判別され
た場合には、オーディオデータ（オーディオストリーム）のフォーマット変換を行うか否
かが判別される（ステップＳ１５）。
【００４８】
　そして、オーディオデータのフォーマット変換を行うと判別された場合には、ユーザ入
力により指定されたフォーマットにデータ変換がなされる（ステップＳ１６）。なお、当
該フォーマット変換は、オーディオストリームが複数ある場合には、そのうちの少なくと
も１つのオーディオストリームについて行うようにすることができる。例えば、ユーザ入
力により指定されたオーディオストリームについてフォーマット変換するように構成して
もよい。
【００４９】
　なお、当該データ変換がなされたオーディオデータは、ストレージ・インタフェース部
（Ｉ／Ｆ）１７を介して格納部１６に供給されて記録（格納）されるか、ＵＳＢインタフ
ェース１８（ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ）１８等の出力端を介して出力される、あるいは直接ポータ
ブルオーディオ機器などに転送することができる。（ステップＳ１６）。
【００５０】
　つまり、フォーマット変換においては、例えば、ポータブルオーディオプレーヤ等のオ
ーディオプレーヤ機器に用いられるフォーマットに変換がなされる。これにより、ポータ
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ブルオーディオプレーヤなどで外出時に音声のみを楽しむといった使い方が可能になる。
すなわち、例えばニュース番組などであれば映像がなくとも情報は十分に伝わる。また音
楽番組では音声だけで十分楽しむことも可能である。
【００５１】
　近年、MPEG4-AACオーディオに対応したポータブルオーディオプレーヤが普及している
。また、デジタル放送のオーディオはTSフォーマットのMPEG2-AACであり、ポータブルオ
ーディオプレーヤによって再生可能なコンテナフォーマットのMPEG4-AACと互換性はない
が、オーディオのRowデータは同じAACコーデックが可能である。従って、ヘッダの一部を
書き換えて、フォーマットをTSフォーマットからコンテナフォーマットに変換することに
よってMPEG4-AACオーディオに対応したポータブルオーディオプレーヤによってデジタル
放送のオーディオを再生することが可能になる。
【００５２】
　具体的には、トランスコード部１１ＢのＤＥＭＵＸ部２１においてオーディオデータの
エレメンタリストリームすなわちADTSヘッダとRowデータを抜き出す。ADTSヘッダのIDビ
ットはMPEG-2 AACを表す“１”となっているので、これをMPEG-4 AACを表す“０”に書き
換える。また、オーディオ変換部２７において、コンテナフォーマットに組み立て直して
ホスト部１１Ａにデータを渡す。これにより、ホスト部１１Ａにおいて、HDDなどのスト
レージにオーディオデータを格納し、ＵＳＢインタフェース１８（ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ）１８
を介してパソコンに転送し、あるいは直接ポータブルオーディオ機器などに転送すること
ができる。
【００５３】
　すなわち、オーディオデータを再エンコードするのではなく、Rowデータはそのままに
し、データフォーマットだけを変換する方法なので音質の劣化はない。さらに、ポータブ
ルオーディオ機器などによって再生する場合について説明したが、TSフォーマットのまま
で残し、例えば音楽番組のオーディオだけをBGMとして再生するという使い方も可能であ
る。この場合には、トランスコード部１１ＢのＤＥＭＵＸ部２１において、オーディオデ
ータを分離し、ビデオやデータ放送を削除してPMTやSITなどのＰＳＩ情報を書き換えれば
よい。
【００５４】
　ステップＳ１５において、オーディオデータのフォーマット変換を行わないと判別され
た場合には、当該オーディオデータは、ストレージ・インタフェース部（Ｉ／Ｆ）１７を
介して格納部１６に供給され、当該オーディオデータのみが記録（格納）される（ステッ
プＳ１７）。なお、オーディオストリームが複数ある場合には、そのうちの少なくとも１
つのオーディオストリームについて記録するように構成することができる。例えば、ユー
ザ入力により指定されたオーディオストリームについて記録（格納）するように構成して
もよい。オーディオデータのみ記録する場合は、PMTやSITなどのＰＳＩ情報をオーディオ
データのみに書き換える必要があり、再生する場合はホスト部にてオーディオデータのみ
出力するように制御する。
＜画質優先モードによる記録＞
　図４に、画質優先モードが選択され、長時間記録が行われる場合のフローチャートを示
す。なお、上記した場合と同様に、画質優先モードによる記録は、コントローラ１５の制
御により実行される。
【００５５】
　まず、オーディオデータを削除するか否かが判別される（ステップＳ２１）。かかる判
別、及び以下に説明するオーディオデータの選択は、ユーザの入力による操作入力部１９
へのオーディオデータの削除信号、選択指定信号に基づいてなされる。
【００５６】
　なお、下記の説明において、オーディオデータ（オーディオストリーム）の「削除」と
は、当該オーディオストリームを消去してしまうことを意味するのではなく、当該オーデ
ィオストリームを長時間記録の対象から除外することを意味している。



(10) JP 2008-244574 A 2008.10.9

10

20

30

40

50

【００５７】
　コントローラ１５はユーザからの削除・選択信号（記録選択指示）を受付ける選択指示
受信部として動作する。そして、オーディオデータを削除しないと判別された場合には、
オーディオデータの削除及び選択に関する設定を終了する（ステップＳ２２）。すなわち
、通常の長時間記録によりビデオデータ及びオーディオデータの記録がなされることにな
る。そして、本ルーチンを終える。
【００５８】
　ステップＳ２１において、オーディオデータを削除すると判別された場合には、オーデ
ィオデータが２ストリームであるか否かが判別される（ステップＳ２３）。オーディオデ
ータが２ストリームではない、すなわち１ストリームであると判別された場合、当該１ス
トリームのオーディオデータ、すなわち全てのオーディオデータが削除される（ステップ
Ｓ２４）。
【００５９】
　ステップＳ２３において、オーディオデータが２ストリームであると判別された場合に
は、第１オーディオストリーム（以下、単に第１オーディオともいう。）を削除するか否
かが判別される（ステップＳ２５）。
【００６０】
　さらに、第１オーディオを削除すると判別された場合には、第２オーディオストリーム
（以下、単に第２オーディオともいう。）を削除するか否かが判別される（ステップＳ２
７）。
【００６１】
　かかる第１オーディオ及び／又は第２オーディオの選択削除について以下に具体的に説
明する。すなわち、デジタル放送では通常のオーディオ１ストリームの放送のほか、洋画
の放送などで第１オーディオが日本語、第２オーディオが英語というオーディオ２ストリ
ームの放送も行われている。また、視覚障害者向けの第１オーディオが日本語、第２オー
ディオが解説付き日本語というオーディオ２ストリームの放送もある。これらの放送では
通常のオーディオ１ストリームの放送にくらべオーディオデータ量が倍近く多くなるので
、ハイビジョン長時間モード記録においてビデオに割当てられるビットレートが少なくな
ってしまう。そのためオーディオ１ストリームの放送にくらべオーディオ２ストリームの
放送はビデオの画質が多少落ちてしまう。
【００６２】
　一方、オーディオデータの品質よりも画質が良い方を望む画質重視のユーザに対しては
、オーディオの取捨選択を行って、その分ビデオにビットレートを割くことで画質が良好
な方がメリットは大きい。また、映画などであればユーザによっては日本語音声と外国語
音声の両方が必要ではなく、日本語音声／外国語音声どちらか１つでよいというユーザも
いる。また、解説付き日本語が必要でない場合もある。このようなユーザに対しては、ど
ちらかのオーディオを削除しても、その分ビデオにビットレートを割くことで画質がより
良好となる方が望ましい。すなわち、オーディオデータのうち１ストリームを削除するこ
とでハイビジョン長時間モード記録における画質改善を行うことができる。具体的には、
この方法で0.3～0.5Mbps程度のビットレートをビデオレートに多く割当てることができる
ようになる。
【００６３】
　ステップＳ２５において、第１オーディオを削除しないと判別された場合には、第２オ
ーディオを削除する（ステップＳ２６）。
【００６４】
　また、ステップＳ２５において、第１オーディオを削除すると判別された場合には、第
２オーディオを削除するか否かが判別される（ステップＳ２７）。そして、ステップＳ２
７において、第２オーディオを削除しないと判別された場合には、第１オーディオを削除
する（ステップＳ２８）。
【００６５】
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　ステップＳ２７において、第２オーディオを削除すると判別された場合には、全てのオ
ーディオデータ（オーディオストリーム）が削除される（ステップＳ２４）。
【００６６】
　なお、オーディオデータを全て削除すると判別された場合には、オーディオデータに相
当するビットレートを全てビデオデータのトランスコードに割り当てることができ、ビデ
オデータのみが記録されることになる。
【００６７】
　オーディオデータを全て削除する場合としては、例えば、オーディオを残す必要がなく
、字幕放送のある番組をハイビジョン長時間モードで記録する場合などがある。この場合
、オーディオデータに相当するビットレートをビデオに割くことで画質を向上することが
できる。ビデオデータのみ記録する場合は、PMTやSITなどのＰＳＩ情報をビデオデータの
みに書き換える必要があり、再生する場合はホスト部にてビデオデータのみ出力するよう
に制御する。
【００６８】
　上記した手順により、コントローラ１５の制御の下、少なくとも１つのオーディオスト
リームが削除（記録から除外）されることができる。そして、当該少なくとも１つのオー
ディオストリームが削除された場合、すなわち、ステップＳ２４において、全てのオーデ
ィオデータ（オーディオストリーム）が削除された場合、あるいはステップＳ２６及びス
テップＳ２８において、それぞれ第２オーディオ、第１オーディオが削除された場合、オ
ーディオのビットレートをビデオに割くことで画質を向上することができる。例えば、こ
の方法で0.3～0.7Mbps程度のビットレートをビデオに多く割当てることができる。
【００６９】
　上記したように、少なくとも１つのオーディオストリームが削除された場合、当該削除
対象のオーディオストリームについて復元処理を行う削除対象オーディオ処理ルーチン（
ステップＳ２９）に移行する。かかる削除対象オーディオ処理ルーチンについては後述す
る。
【００７０】
　図５は、オーディオデータが２ストリームである場合のオーディオデータの「削除」を
説明するための図である。
【００７１】
　なお、上記したように、ここでオーディオデータ（オーディオストリーム）の「削除」
とは、オーディオストリームをビデオデータとマルチプレクス（多重化）して長時間記録
する記録対象から除外することを意味している。そして、「削除」対象のデータは格納部
１６（HDD）とは別の記憶部、例えば、メモリ２５に格納するようにしてもよい。
【００７２】
　図５においては、デジタル放送の第１オーディオストリーム（「オーディオ１」）が「
日本語　ステレオ」であり、第２オーディオストリーム（「オーディオ２」）が「英語　
ステレオ」である場合を例に示している。
【００７３】
　図５において、［１］は第１オーディオストリームをそのまま残し、第２オーディオス
トリームを削除する場合、［２］は第１オーディオストリームを削除し、第２オーディオ
ストリームを第１オーディオストリームとして入れ替えて残す場合、［３］は第１オーデ
ィオストリーム及び第２オーディオストリームを削除する場合を示している。
【００７４】
　図５の［１］の場合では、ＲＥＭＵＸ部２４において第２オーディオストリーム（「英
語　ステレオ」）をマルチプレクス（多重化）せず、この第２オーディオストリームの「
削除」を行う。この場合、ストリーム構成を変更するので、ＰＳＩ情報変換部２６におい
てPMTおよびSITの書き換えが必要になる。
【００７５】
　具体的には、PMTの2ndループの中にstream-type＝0x0F（MPEG2-AAC）の記述が２箇所あ
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るが、このうち第２オーディオストリームのPIDに一致する記述を‘FF’に書き換える。
このとき、stream-type＝0x06（字幕・文字スーパー）やstream-type＝0x0D（データカル
ーセル）の記述がこの後に続く場合があるのでこれらの記述を前詰めし、第２オーディオ
ストリームに関する記述を‘FF’に書き換えたデータ列をstream-type＝0x0F （第１オー
ディオストリーム），0x06，0x0Dの後に置く。最後にCRC値の計算を行い、元のPMTパケッ
トのCRC値と置換する。また、SITには2ndループの中に音声コンポーネント記述子が2箇所
ある。これについても第２オーディオストリームに相当する音声コンポーネント記述子を
‘FF’に書き換える。前述の場合と同様に、この後に他の記述子が続く場合はこれら後段
の記述子を前詰めし、第２オーディオストリームに相当する音声コンポーネント記述子を
‘FF’に書き換えたデータ列を、前詰めした記述子の後に置く。最後にCRC値の計算を行
い、元のSITパケットのCRC値と置換する。
【００７６】
　図５の［２］の場合では、ＲＥＭＵＸ部２４において第１オーディオストリーム（「日
本語　ステレオ」）をマルチプレクスせず、このオーディオストリームの「削除」を行う
。ストリーム構成を変更するので、ＰＳＩ情報変換部２６においてPMTおよびSITの書き換
えが必要になる。
【００７７】
　具体的には、PMTパケットの2ndループの中にstream-type＝0x0F（MPEG2-AAC）の記述が
２箇所あるが、このうち第１オーディオストリームのPIDに一致する記述を‘FF’に書き
換える。このとき、第２オーディオストリームの記述はこの後に続く。またstream-type
＝0x06（字幕・文字スーパー）やstream-type＝0x0D（データカルーセル）の記述がこの
後に続く場合があるのでこれらの記述を前詰めし、第１オーディオストリームに関する記
述を‘FF’に書き換えたデータ列をstream-type＝0x0F （第２オーディオストリーム），
0x06，0x0Dの後に置く。最後にCRC値の計算を行いもとのPMTパケットのCRC値と置換する
。またSITには2ndループの中に音声コンポーネント記述子が2箇所ある。これについても
第１オーディオストリームに相当する音声コンポーネント記述子を‘FF’に書き換える。
【００７８】
　図５の［１］の場合との違いは、第１オーディオストリームを削除し、第２オーディオ
ストリームが、第１オーディオストリームとして扱われる点である。したがって、第２オ
ーディオストリームに相当する音声コンポーネント記述子の中のcomponent-tag値を0x01
に変更し、main-component-flagを0→1に変更する。また、PMTの2ndループの中のストリ
ーム識別記述子のcomponent-tag値を0x01に変更する。前述の場合と同様に、この後に他
の記述子が続く場合はこれら後段の記述子を前詰めし、第１オーディオストリームに相当
する音声コンポーネント記述子を‘FF’に書き換えたデータ列を、前詰めした記述子の後
に置く。最後にCRC値の計算を行い、元のSITパケットのCRC値と置換する。
【００７９】
　図５の［３］の場合では、ＲＥＭＵＸ部２４において第１オーディオストリーム及び第
２オーディオストリームをマルチプレクスせず、これらのオーディオストリームの「削除
」を行う。ストリーム構成を変更するので、ＰＳＩ情報変換部２６においてPMTおよびSIT
の書き換えが必要になる。
【００８０】
　具体的には、PMTの2ndループの中にstream-type＝0x0F（MPEG2-AAC）の記述が２箇所あ
るが、これらの記述を‘FF’に書き換える。このとき、stream-type＝0x06（字幕・文字
スーパー）やstream-type＝0x0D（データカルーセル）の記述がこの後に続く場合がある
のでこれらの記述を前詰めし、第１オーディオストリーム及び第２オーディオストリーム
に関する記述を‘FF’に書き換えたデータ列をstream-type＝0x0F （第２オーディオスト
リーム），0x06，0x0Dの後に置く。最後にCRC値の計算を行いもとのPMTパケットのCRC値
と置換する。また、SITには2ndループの中に音声コンポーネント記述子が２箇所ある。こ
れについても第１オーディオストリームおよび第２オーディオストリームに相当する音声
コンポーネント記述子を‘FF’に書き換える。前述の場合と同様に、この後に他の記述子
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が続く場合はこれら後段の記述子を前詰めし、第１オーディオストリーム及び第２オーデ
ィオストリームに相当する音声コンポーネント記述子を‘FF’に書き換えたデータ列を、
前詰めした記述子の後に置く。最後にCRC値の計算を行いもとのSITパケットのCRC値と置
換する。
＜削除対象オーディオ処理＞
　図６は、記録対象から除外された削除対象のオーディオデータ（オーディオストリーム
）の処理ルーチンのフローチャートを示す。なお、上記した場合と同様に、かかる処理ル
ーチンは、コントローラ１５の制御により実行される。
【００８１】
　まず、削除対象のオーディオデータ（オーディオストリーム）を保存するか否かが判別
される（ステップＳ３１）。なお、かかる判別は、ユーザにより入力された指定信号に基
づいてなされる。
【００８２】
　削除対象のオーディオストリームを保存すると判別された場合には、上記手順（図４）
において「削除」されたオーディオストリームが記録（格納）される。より具体的には、
ＤＥＭＵＸ部２１において分離された当該オーディオストリームがメモリ２５に記録（格
納）される。あるいは、当該オーディオストリームを格納部１６に格納するようにしても
よい。以下においてはメモリ２５に記録する場合について説明する。
【００８３】
　なお、オーディオデータは通常のステレオ放送であれば１時間番組で1MB程度の容量な
ので数10MBのメモリであれば約数十時間分を一時保存することができる。
【００８４】
　ステップＳ３１において、オーディオストリームを保存しないと判別された場合には、
当該オーディオストリームの消去がなされる（ステップＳ３９）。
【００８５】
　次に、オーディオストリームを復元するか否かが判別される（ステップＳ３２）。オー
ディオストリームを復元すると判別された場合には、格納部１６に格納されている録画デ
ータ（当該オーディオストリームに関連するビデオデータ）を、ストリーム抽出部１２を
介してトランスコード部１１ＢのＤＥＭＵＸ部２１にパーシャルＴＳとして供給する。
【００８６】
　ＤＥＭＵＸ部２１ではビデオ、PAT、PMTなどに分離したデータをＲＥＭＵＸ部２４に供
給する。このとき、復元をおこなうオーディオストリームをメモリ２５からＲＥＭＵＸ部
２４に供給し、パーシャルＴＳを構築（ストリーム再合成）する（ステップＳ３３）。そ
して、ストリーム再合成されたオーディオストリームはメモリ２５に格納される。なお、
この際、PMTやSITのオーディオに関する情報は削除する前の状態に戻される。
【００８７】
　また、録画データのタイトルを削除する場合は、メモリ２５に格納されているオーディ
オデータも一緒に削除する。録画タイトルをハイビジョン録画可能なメディアにダビング
する場合、この削除されたオーディオストリームを復元して書き込んでもよい。
【００８８】
　次に、当該オーディオストリームを復元してストリームの記録（格納）が開始される（
ステップＳ３４）。この際、当該オーディオストリームを削除した形式で記録しておいた
ストリームは、ステップＳ３４で新たに記録されたストリームと置き換えられる。なお、
図では示していないが当該オーディオストリームをフォーマット変換して記録するような
構成にしてもよい。この場合はメモリ２５からオーディオ変換部２７へデータが渡され、
ホスト部を経由して記録される。
【００８９】
　ここで、オーディオストリームを記録する場合に、予め入力されていたメモリオーバー
時自動削除についてのユーザ指定に基づいて、その後の処理手順が分かれる（ステップＳ
３５）。なお、メモリオーバー時自動削除とは、メモリ容量をオーバーしそうな場合に自
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動的に古いものから削除するような自動削除を行うことである。
【００９０】
　自動削除を行うとのユーザ指定の場合には、記録中にメモリオーバーが発生したか否か
が判別される（ステップＳ３６）。記録中にメモリオーバーが発生した場合には、当該オ
ーディオストリームは消去される（ステップＳ３９）。記録中に何らメモリオーバーが発
生せずに記録された場合には、当該オーディオストリームの記録が完了し（ステップＳ４
０）、本ルーチンを終了する。
【００９１】
　自動削除を行わないとのユーザ指定の場合には（ステップＳ３５）、記録中にメモリオ
ーバーが発生したか否かが判別される（ステップＳ３７）。記録中にメモリオーバーが発
生した場合には、ユーザの指定による消去オーディオストリームが選択され（ステップＳ
３８）、当該オーディオストリームは消去される（ステップＳ３９）。
【００９２】
　なお、自動的に古いものから削除するような自動削除モードについて説明したが、視聴
済みコンテンツから優先して削除するようなものでもよい。
【００９３】
　上記した手順によって、画質優先モードにおいても、ビデオストリームと多重化されず
に削除（記録除外）されたオーディオストリームについてもユーザ指示により復元して記
録がなされる。また、ユーザ指示により当該記録されたオーディオストリームを別途出力
することによって、当該オーディオストリームのみを利用することができる。すなわち、
デジタル放送のオーディオデータだけを取り出して利用することが可能である。例えば、
フォーマット変換して記録し、ポータブルオーディオプレーヤなどで当該オーディオスト
リームのみを楽しむことが可能になる。
【００９４】
　以上説明したように、画質及び音質に関するユーザの嗜好に合わせて、容易に最適な記
録条件で、高画質及び／又は高音質でデジタル放送番組を記録することが可能なデジタル
放送記録装置を提供することができる。また、デジタル放送のオーディオストリームだけ
を取り出して利用可能なデジタル放送記録装置を提供することができる。
【００９５】
　上記した実施例は適宜組み合わせて適用することができる。また、上記した実施例にお
いて示した数値等は例示に過ぎない。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】実施例であるデジタル放送記録装置の構成を模式的に示すブロック図である。
【図２】地上波デジタル放送／110度CSデジタル放送のビットレートについて解析、分類
した結果を示す図である。尚、代表例について示している。
【図３】音質優先又は画質優先モードを選択し、長時間記録を行う場合の手順を示すフロ
ーチャートである。
【図４】画質優先モードが選択され、長時間記録を行う場合の手順を示すフローチャート
である。
【図５】オーディオデータが２ストリームからなる場合において、少なくとも１つのオー
ディオストリームが「削除」される場合の長時間記録を例示的に説明するための図である
。
【図６】記録対象から除外された削除対象のオーディオデータの処理ルーチンのフローチ
ャートである。
【符号の説明】
【００９７】
１０　デジタル放送記録装置
１１Ａ　ホスト部
１１Ｂ　トランスコード部
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１１　受信部
１２　ストリーム抽出部
１３　音声処理部
１４　画像処理部
１５　コントローラ
１６　格納部
１８　ＵＳＢインタフェース
１９　操作入力部
２１　ＤＥＭＵＸ部
２２　バッファ
２３　ビデオ符号化変換部
２４　ＲＥＭＵＸ部
２５　メモリ
２６　ＰＳＩ情報変換部
２７　オーディオ変換部
ＢＬ　バスライン

【図１】 【図２】
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